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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成26年7月24日(2014.7.24)

【公開番号】特開2013-219659(P2013-219659A)
【公開日】平成25年10月24日(2013.10.24)
【年通号数】公開・登録公報2013-058
【出願番号】特願2012-90115(P2012-90115)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｍ   1/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｃ  21/26     (2006.01)
   Ｂ６０Ｒ  16/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｍ   1/00    　　　Ｒ
   Ｇ０１Ｃ  21/00    　　　Ａ
   Ｂ６０Ｒ  16/02    ６６０Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成26年6月10日(2014.6.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載される車両用通信装置（１１）と、
　前記車両用通信装置と通信可能に接続される第１の携帯通信端末（１２）と、
　前記第１の携帯通信端末と通信可能に接続される第２の携帯通信端末（１３）と、
　で構築される車両用通信システムであって、
　前記車両用通信装置、前記第１の携帯通信端末、及び前記第２の携帯通信端末は、それ
ぞれ、相互に連携してコンテンツを実行するための連携アプリケーションを有し、
　前記第１の携帯通信端末は、
　外部からの操作に基づき前記コンテンツを実行するコンテンツ実行手段（５３，７３）
と、
　前記コンテンツ実行手段による前記コンテンツの出力を前記車両用通信装置及び／又は
前記第２の携帯通信端末へ送信する送信手段（５４，７４）と、
　前記車両用通信装置と通信可能に接続された場合に、当該第１の携帯通信端末からの前
記コンテンツの操作入力及び当該第１の携帯通信端末からの前記コンテンツの画面出力を
禁止する端末側操作入力／画面出力禁止手段（５１，７１）と、
　を備え、
　前記車両用通信装置は、
　前記車両が走行中であるか否かを判定する走行判定手段（３１）と、
　前記走行判定手段により前記車両が走行中であると判定された場合に、当該車両用通信
装置からの前記コンテンツの操作入力及び／又は当該車両用通信装置からの前記コンテン
ツの画面出力を禁止する装置側操作入力／画面出力禁止手段（３２）と、
　を備え、
　前記第２の携帯通信端末は、
　前記装置側操作入力／画面出力禁止手段によって前記車両用通信装置からの操作入力及
び／又は当該車両用通信装置からの画面出力が禁止された前記コンテンツの当該第２の携
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帯通信端末からの操作入力及び／又は当該第２の携帯通信端末からの画面出力を可能とす
る操作入力／画面出力提供手段（５２，７２）と、
　を備える車両用通信システム。
【請求項２】
　前記端末側操作入力／画面出力禁止手段は、全ての前記コンテンツの前記第１の携帯通
信端末からの操作入力及び画面出力を禁止する請求項１に記載の車両用通信システム。
【請求項３】
　前記装置側操作入力／画面出力禁止手段は、一部の前記コンテンツの前記車両用通信装
置からの操作入力及び／又は画面出力を禁止する請求項１または２に記載の車両用通信シ
ステム。
【請求項４】
　前記車両の運転者が所有する携帯通信端末が前記第１の携帯通信端末として前記車両用
通信装置に通信可能に接続され、
　前記車両の運転者以外の者が所有する携帯通信端末が前記第２の携帯通信端末として前
記第１の携帯通信端末に接続される請求項１から３の何れか１項に記載の車両用通信シス
テム。
【請求項５】
　車両に搭載される車両用通信装置（１１）に他の携帯通信端末が通信可能に接続されて
いない場合には当該車両用通信装置に第１の携帯通信端末（１２）として通信可能に接続
され、前記車両用通信装置に他の携帯通信端末が前記第１の携帯通信端末として通信可能
に接続されている場合には当該第１の携帯通信端末に第２の携帯通信端末（１３）として
通信可能に接続される携帯通信端末であって、
　前記車両用通信装置と相互に連携してコンテンツを実行するための連携アプリケーショ
ンを有し、
　前記車両用通信装置に前記第１の携帯通信端末として通信可能に接続された場合に、外
部からの操作に基づき前記コンテンツを実行するコンテンツ実行手段（５３，７３）と、
　前記コンテンツ実行手段による前記コンテンツの出力を前記車両用通信装置及び／又は
前記第２の携帯通信端末へ送信する送信手段（５４，７４）と、
　前記車両用通信装置と通信可能に接続された場合に、当該第１の携帯通信端末からの前
記コンテンツの操作入力及び当該第１の携帯通信端末からの前記コンテンツの画面出力を
禁止する端末側操作入力／画面出力禁止手段（５１，７１）と、
　前記第１の携帯通信端末に前記第２の携帯通信端末として通信可能に接続された場合に
、前記装置側操作入力／画面出力禁止手段によって前記車両用通信装置からの操作入力及
び／又は当該車両用通信装置からの画面出力が禁止された前記コンテンツの当該第２の携
帯通信端末からの操作入力及び／又は当該第２の携帯通信端末からの画面出力を可能とす
る操作入力／画面出力提供手段（５２，７２）と、
　を備える携帯通信端末。
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